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納税者権利憲章の制定と昌税通則法の故正� 

or盤章j は、納能者の立場!こ立って、権維な税務手続を平易な表現で分か

り易くお知らせする、との基本的考え方!こ立って諜定する。� 

O 冨税i議則法iこ「憲章J-a::策定することについての摂熱線定を設1;-、併せて

「懇霊堂j に配載すべき事閣を法援する。� 

O盟税通期法iこついて、以下の改正を行う。

①冨的視定を改正し、納税者の権利科益の保護を臨る懇話を明確iこする0

@各種税務手紙の明確イヒ等に関する規定を開法iこ集約する。

ゆ法律名が故正後の法律内容号をよく表すものとなるよう、認を獲を検討する。� 

O納税者にとって分かり携く-i患の続務手続後、一党肢のある訴で法令府欝� 

iこ縛られずにお揺らせする。

・納税者に関する様々な事柄や、関税庁が行っている各綴サーどス俊一覧性のある形で、

できるだけ法令成訴を用いずに平易なま雪渓でお知らせする。

-以下の内容について、納税務の緩和1・義務をバランスよく記載する。


む納税者が受けられるサ…ビス


窃納税務のぎ求めることのできる内容


器納税務に求められる内容


④納税者に気者をつけていただきたいこと� 

o r憲章Jについて、その策定与を国税庁に義務付けることや、「憲章J1こ記載

すべき事項を法樺に提定し、「憲章Jが法穣!こ2基づいて作成されるものと依

罷づける。

-滋君主の策定を留税庁に義務付ける条文には、例えば、以下の事項そ「憲章j に盛り込

むべき縁者を規定する。

①納税務の自発的な申告・納税そをサポートするため、納税者に擬{供される各種サービス

窃税務手続の全体像、個々の税務手統に係る納税務の権利純益や納税務・額税庁に決め

られる役割・行動

ゆ納税務が関税庁の処分に不服がある場合の救済手続、税務行政全般に関する苦情等

への対応

④殴税庁の使命と税務磯良の行動毅総



O部税通則j去について、題名及び目的規定(第一条〉の兇直しゃ、各種税務

手続の暁確化等の鏡定を悶;去に集約する。� 

. ~事]税 j滋剣法の悶的規定〈第一条)について、 f悶税に演する国民の務手当利益そを保護し

つつj といった文言を持入し、納税者の権利利益の{呆畿管図る趣磁を明確化する。

今般の� PTでの議論(J)成果を踏まえ、各滋税務手続の明確化努の規定を関税通尉?去に

集約する。

〈伊u
 
φ税務調T授における事前通知・終了逮知
 

φ税務戦災による策関検査機(各税法の関連規定後集約}


舎税務翻査終子後における謀議まま内容の説明


④税務鶏査において申告内容に関惑がある場合の修正申告等の勧奨� 

φ税務調遂において納税者から提出された物件の預かりー返還号車に演する手続

⑥更正の総求期間の延長

⑦処分(J)理由附記

以上の改正も踏まえ、� E関税滋剣法の磁名が改正後の法律の内容をよく表すものとなる

よう、その変獲を検討する。� 

O地方税については、地場3主権改革の観点を踏まえ、各地方毘体において適

間iこ対応することができるよう、構報提併を行う。

関税の見直しにおいて、喜楽税庁である密税庁主義富が行政文書である� f憲章Jの作成・

公章受を行う方向性であることを踏まえ、総コヴ税については、課税庁でみる各地方間体

の守宅街により� f憲家j の作成そを行うこととすべき。

・ ただし、地域主主機改革の綴点後踏まえ、全地方白関係;にj可様の対応を…律に義務付ける

のではなく、各地方団体において適切に対応することがマきるよう、国税における敬

扱いについて憐報提供そ十分に行う a

。£



O租税の役割や申告続税制度の意義、納税者の機意IJと義務などについて罷民

の意織を一躍高めることが重要主である。

こうした観点かも、小学校や中学校の設離だけでなく、高等学校や大学

!こおける麗貌教育のー麗の充実に務める。 

O国民が題税の役寄jや申告納税綿震の意義、納税者の権料・義務を正しく理

解し、社会の構成員として、社会のあり方そ主体的に考えることは、融説

に対する納得惑の農薬成と民主雷雲誌の維持・鈴鹿にとって蓮華喜である。 

O こうした鍵金な納税者意識を養う ζとを目的として、国税庁では、次代を

担う克童・生徒立対し、租税教育の充実に向けた各種の支援を実擁してい

る。

また、税理士号税理士会においても、納税者又は国民への社会賞献事業

の…灘として、租説教育を通じて申告納税言語震の維持発壌に寄与するため、

小中学校への講師派澄等を積極的にきた施している。 

O本来、組税教育は、社会金体で取り組むべきものであり、更なる健全な納

税者意織のより一層の向とに向け、今後とも官民が協力して懇税教育の充

実受話指す必要がある。

特に、小中学校綾潜だけでなく、社会人となる手荷台の高等学校や大学に

おける租税教育の先きたや、悪説教育を鵠う教員等に対する意議啓発に今後

よりー鰐努める必要がある。 
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1 l税務鵠査手続の窮確化法制北� 

O調査手続の透明性と続税者の予克可能性を高める観点から、税務縮査に先

立ち、課税庁が原則として事前i鼠知を持うことを法律上明確化する。� 

O鵡査終了の際の課税庁の納税者!こ対する鋭鵠責任を強化するため、欝査終

了時の手織を法律上鴇確化ずる。� 

O税務翻査に先立ち、原則として文識で事前通知を行うことを法律上窮確化

する0

・災地の読ま畿に先立ち、原員Ijとして、文書で警察前通知をう。

・ただし、税務署長毒事が、①蕊審議な事実の把握を困難にするおそれや、②選法違ましくは

不当な行為を容選るにし、又はその発見を悶難にするおそれ等があると認める場合は務

前遡知を行わない。

働対象者は、納税者本人、調書提出守普及びその代理人(税理主主(努録した弁護士及び公

認会計ごり、通知弁綴:t)、反阪3むとする。

・内容は、議査の開始日待・務所、調交の目的、対象となる税関・課税期間、対象とな

る物件、調まをお善寺・場所の変更の申し出に演する害事項等と:ずる。

{注〉反蘭調査の際、主正副先には納税者本人の名称等は通知しないα また、綴資対象

者本人には通知しない。� 

O 爵査結巣を欝灘iこ記載した文書の党付など、調査終了鵠の手続を法律上明

確化ずる。

・織査の終了に当たり、築地の剰資により受託依決定毒事ずべきと認められる者に対し、� 

CD調交結果、及び� f修正申告又は期限後以特を行った場合にはその部分について不服

巾立てができないことj 絡を説明するとともに、それらそ簡潔に記載した文書を交

付する、

@繰税庁の職員は‘修IE申告や鍛限後申告の勧奨を行うことがでさる、

⑤終税者普から修正取符蓄や期限後涼告警の提出があった場合や、課税庁から交正・決

定書撃を行った場合は、税務善寺長は滅後が終了した旨の通知革審{※);宏交付する、

ことを法律上約線化する。

・綱査終7後、受正・決定等すべきと認められない獲に、その留のi霊知議事(※);を交付 Tる。

なお、}二記の通知謬(※}の交付後においても必要があるときは、湾喜怒査ができること

とする。� 

O現行実務よ実施されている物件の預かり騨返還等の手続を法律上萌様化す

る0

・現在、税務調査の滋程で納税務から提/:I:\~された物件の預かり・返還等に機 1ずる手続を

法律上明確化する。

~務前通知の内容に「謝資対象物件J が明示されることと併せ、課税げが現行の「後 

f検査J fこ加え、� i娠簿簿類その他の物件の?提示J r捻/:I:¥Jを求めることがでぜぎること

を法機上約線化ずる。

叩ヰー



。犠方税については、地域主権改革の穣点後踏まえ、各地方悶体において逓

切に対応することができるよう、情報機供を行う。

・総務省の綴員が行う瀦査手続については‘関税の見渡しと併せて所婆の機長襲安講ずる。

地方団体が行う線査手続については、

〈号滋i竣主権改:率の観点に立つべきこと 

φ地方税の線税団体が多数にのぼりその規機も様々であること 等

を踏まえ、全地方閲体に同様の対応を一主主に義務付けるのではなく、各地万団体にお

いて巡切に対応することができるよう、関税における取扱いについて情報提供を十分 

i之行う。

-その他国税の見直しど併せて所擦の措置を縫ずる。
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! !
理 由 開 記 �  

O これまで理E線開記は一部の処分についてのみ実施されてきたが、今後は課

員.IJとして、全ての絡分について理出附記号を襲施する。� 

O そのj様、倍人の白色申告者iこ対する理由縄記については、言古橋盆鰻;奪等保

空襲務の拡大と併せて実施する。 一� 

O これまで璃盛期記は一部の処分についてのみ実施されてきたが、今後は5表
現IJとして、全ての経分について理由附記を実施する。

・原則として、全ての処分に理由附記を実施(平成� 24年� lRから実施〉。

・ただし、現夜記i緩・桜簿等係ぶ義務を線されていない虫色申告者?に対する拠出附記

については、記l様・綬簿等保谷義務の拡大と併せて実績ずる{平成� 25年� l汚から災

施)。� 

O上記の撞蓋と併せて、銀人の白色申告者の記鰻・帳簿等保存雑務を拡大す

る。

・個人の白色申告殺については、平成� 25年1]奇から、現行の「著書定申告な行った所得� 

300万円起の白色呼I告審j と同稼E援の記i娠務務・記録保安義務、な課すこととする。

上記を踏まえ、イ個人の白色申2労者に対する埋磁附記については、以下のとおり実施

するo

お「纏定的告を行った所得� 300万円起の白色$告者Jについては、平成� 24年� i月以

後、理由附記ぜそ実施。

@上記争以外の者(r機定申告安行った所得 300万円以下の白色申告者」及び� f確定

正予告をしていない白色申告務J)については、平成� 25年� 1月以後、J1I!出総記号を実施。

ただし、特例として、記I憾の実態考察に応じ、� 24年� lRからJ:ll!Eお総記を行う。

なお、記i援.I阪簿等の係符が� i日分でないB色申告殺に対しでは、その記!援・帳簿等

の保符状況に応じて理痴を記載サることとする。� 

O 白色申告者の記l漉雑務先iこ伴い生ず、る課題について、今後検討後行う。

必要経後を概算で鐙徐する秘税特例措置のあり方

正しい詑i援を行わない革まの必要経費控除のあり方

・白色申告者の記� i巌;点機が向上した場合における現行の専従者控除のあり方� 

O地方税については、地域家権改慈の観点、を踏まえ、各地方語体において逓

切に対応することが、できるよう、情報提供を行う。

地15税}こ演する総務大臣が行う処分に関する手続については、思税の見直しと併せ

て所要の措訟を講ずる。

地方税に関する地方団体が行う処分に関する手続については、全地方間体に問機の

対応を…宇牲に義務付けるのではなく、各地方団体において適切に対応することができ

るよう、国税における取被いについて情報機供を十分に行う。

作む
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番号縦度�  

O番号制震誌、裁に手を差し伸べるべき人!こ対する社会保障の充実、魚殺の

公正性の担保等に不可欠なインフラであり、可能な親り早期jこ導入するこ

とが望ましい。� 

O その早期導入iこ向i土「社会保緯・税に調わる番号制捜!こ縛する実務検討

会Jが中心となり、異体的方向性を甥らかにし、早急に制度設計!こ溝手す

ることを期待する。� 

O税務懇!こおいても、番号制震の有効活用!こ向けた方築等について覆掻的!こ

検討を進める。� 

O 番号制度誌、①真!こ手を差し伸べるべき人に封ずる社会保障の充実とそ

の効率化そ函りつつ、②国畏の負担の公正性そ控保し、制捜に対する国艇

の儲綴を確保するとともに、{接関民の利様性の買なる向上を図るため!こ不

可欠なインフうであり、可能な譲り早期!こ導入することが望ましい。� 

Oその早期導入{こ肉け、「社会保関・税に欝わる議委号事j壌に闘する実務検問

会Jが中心となり、謹畏の瑠解と納得が得られるようプライバシーの保護

等に十分配蟻しつつ、具体的な方向性を速やかに明らかにし、早魚iこ剥度

設計に葉学ずることを鯖持する。

・3番号制度については、本年� 2月以筒、� H守省後断的な検討が潟始、され、� 7Rには具体的

な選択肢がパブリックコメントに付されるなど綴広く議論が進められてきた。

本"f n 月には、政府・与党役会保障改革検討*if~の下に「社会保障・税に関わる番

号制度に燃する実務検討会Jが設けられ、検討体制の重宝備も進められている。� 

O税務面においても、法定寵番の拡充等、番号制度の有効活用に向けた方策

等について積櫨的iこ検討在進める。

・番号事苦渋:の有効活用にi却す、税務面においても、号法定翻替の拡充、事税務当局への

提出資料の電子データでの提出の義務付け、③税務情報についてのブライバレー保淡

の徽成等の課題について積極約;ご検討を進めるn

・手島号を税務I::s時いる場合、悉裂をa守な付若手、一人一義号の緩係、良一民一宮での利よtl可

能性、� gに見えること、綴新の住所情報との関連といった条件を満たす必皇室がある。� 

-7-



o r更正の購求j、F国税不蟻審学i所の政革j については、現モEPγ!こおいて

審議中である。 

O 畿終的な納税端機整嶺 pγの報告書について培、早ければ今月 25日に鯖

催予定の税税調査会全体金合において報告を行う予定である。
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